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今
日
、
労
働
過
程
に
お
い
て
従
業
員
の
惹
起
し
た
事
故
に
対
し
て
、
直
接
加
害
者
で
あ
る
従
業
員
は
も
と
よ
り
、
使
用
者
は
運
行
供
用

者
あ
る
い
は
使
用
者
と
し
て
の
責
任
か
ら
、
被
害
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
こ
の
場
合
使
用
者
が
賠
償
を
し
た
と
き
、
使
用

者
は
当
該
加
害
従
業
員
に
対
し
て
求
償
権
を
行
使
で
き
る
。
ま
た
、
使
用
者
は
当
該
事
故
に
よ
っ
て
直
接
豪
っ
た
損
害
の
賠
償
を
当
該
加

害
従
業
員
に
請
求
で
き
る
。
労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
に
よ
る
従
業
員
へ
の
か
か
る
責
任
追
求
は
、
ど
う
処
理
さ
れ
て
い
る
の
か
ま
た

ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
従
業
員
の
免
責
の
可
能
性
及
び
そ
の
妥
当
性
あ
る
い
は
そ
の
範
囲
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
現
状
と

カ
ナ
ダ
の
法
状
況
と
を
比
較
検
討
す
る
形
で
、
考
え
て
み
た
い
。

昨
年
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ム
ビ
ア
大
学
で
在
外
研
究
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
初
め
て
の
在
外
研
究
で
あ
り
、
ま

た
、
自
由
に
研
究
し
て
い
い
と
い
う
有
難
い
機
会
で
あ
っ
た
の
で
、
ほ
ん
と
に
自
由
に
生
活
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
社
用

車
の
運
転
に
関
っ
て
事
故
を
起
こ
し
使
用
者
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
て
い
る
元
従
業
員
よ
り
、
相
談
を
受
け
た
。
勉
強
を
始
め
よ
う

と
し
た
矢
先
、
恩
師
の
青
木
先
生
の
計
報
に
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
が
で
き
た
の
に
は
、
そ
ん
な
事
情
が
あ
る
。

先
生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

Ⅱ
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の
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被
用
者
は
、
職
務
遂
行
中
に
惹
起
し
た
事
故
に
関
し
て
加
害
者
と
し
て
被
害
者
に
不
法
行
為
法
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。
ま
た
、

そ
の
際
、
使
用
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
（
例
え
ば
、
社
用
車
や
機
械
の
損
壊
）
に
も
不
法
行
為
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
と
し
て
の
損
害

賠
償
責
任
を
負
う
。
他
方
、
使
用
者
は
、
被
用
者
が
社
用
車
（
使
用
者
名
義
で
あ
り
ま
た
保
険
も
そ
う
で
あ
る
自
動
車
。
会
社
業
務
目
的

遂
行
の
た
め
に
主
に
被
用
者
が
使
用
す
る
。
）
を
用
い
た
職
務
の
執
行
中
に
第
三
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
法
に

よ
る
運
行
供
用
者
あ
る
い
は
ま
た
不
法
行
為
法
上
の
使
用
者
責
任
と
し
て
、
賠
償
責
任
を
有
す
る
。
使
用
者
が
被
害
者
に
賠
償
し
た
場
合
、

使
用
者
は
加
害
者
た
る
被
用
者
に
求
値
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
当
該
被
用
者
が
使
用
者
に
直
接
損
害
を
与
え
た
と
き
、
使
用
者
は

不
法
行
為
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
。
こ
れ
ら
法
律
問
題
が
法
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
深
め
ら
れ
た

の
は
、
自
動
車
事
故
関
連
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
自
動
車
事
故
に
関
し
て
、
現
在
、
わ
が
国
で
は
、
強
制
保
険
、
任
意
保
険
が
被
害
者

救
済
の
観
点
か
ら
広
範
に
行
き
渡
っ
て
、
損
害
を
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
者
が
加
害
者
た
る
被
用
者
に
請
求
す
る
場

面
は
、
実
際
に
は
、
そ
う
多
く
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
損
害
が
保
険
で
カ
ヴ
ァ
ー
し
切
れ
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
も
十
分
に
あ

り
え
る
。
ま
た
、
保
険
会
社
か
ら
加
害
者
で
あ
る
被
用
者
に
請
求
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
で
は
、
自
動
車
事
故
に
よ
っ
て
生
命
、
又
は
身
体
が
害
さ
れ
た
場
合
、
加
害
者
は
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
問
わ

れ
う
る
。
そ
の
金
額
は
、
と
て
も
高
額
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
加
害
者
が
無
資
力
で
十
分
な
支
払
い
が
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
誕
任
（
藤
本
）

七
三

Ａ
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法
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こ
の
原
則
が
支
持
さ
れ
る
理
論
的
背
景
は
、
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
し
て
利
益
を
得
る
者
（
保
有
者
）
は
自
己
の
領
域
を
他
人
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
し
て
そ
の
利
益
を
自
己
の
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
被
用
者
に
よ
る
加
害
に
つ
い
て
も
使
用
者
が
實
任
を

負
う
の
が
公
平
で
あ
る
、
と
の
「
報
償
責
任
の
原
則
」
、
あ
る
い
は
、
使
用
者
が
他
人
を
使
用
し
て
自
己
の
活
動
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と

は
加
害
の
危
険
を
も
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
危
険
が
現
実
化
し
た
場
合
は
自
己
の
責
任
と
し
て
負
担
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

（
３
）
 

「
危
険
責
任
の
原
則
」
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
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四

う
な
こ
と
か
ら
被
害
者
簿
救
済
の
た
め
に
、
わ
が
国
で
は
、
現
在
、
自
動
車
の
運
行
に
よ
っ
て
生
命
、
又
は
身
体
が
害
さ
れ
た
場
合
の
賠
償

関
係
の
大
部
分
は
、
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
脇
｛
法
」
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

本
法
の
下
で
は
、
交
通
事
故
被
害
者
に
対
す
る
直
接
の
責
任
と
強
制
自
動
車
保
険
（
以
下
、
自
賠
責
保
険
と
い
う
。
）
に
加
入
す
る
こ
と

（
１
）
 

の
責
任
は
、
法
第
一
一
条
一
一
一
項
の
自
動
車
所
有
者
で
あ
る
「
保
有
者
」
に
あ
る
。
法
第
一
一
一
条
は
そ
の
保
有
者
の
責
任
を
次
の
よ
う
に
、
規
定

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
己
の
た
め
に
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
は
、
そ
の
運
行
に
よ
っ
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
を
害
し

た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
資
に
任
ず
る
。
」
（
運
行
供
用
者
責
任
）
。

こ
の
運
行
供
用
者
責
任
が
社
用
車
に
適
用
さ
れ
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
被
用
者
が
社
用
車
を
運
転
し
、
事
故
を

惹
起
し
そ
れ
に
よ
る
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
使
用
者
が
そ
の
生
じ
た
損
害
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
責
任
範
囲
は
、

同
責
任
が
被
害
者
の
救
済
の
実
現
を
主
た
る
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
日
、
幅
広
く
解
釈
・
適
用
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
当
該
自
動
車
が
被
用
者
の
定
期
的
な
使
用
の
下
に
あ
っ
て
も
ま
た
、
時
間
や
場
所
に
関
し
て
被
用
者
の
好
き
に
使
用
で
き
角
状
態

に
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
、
た
と
え
私
用
に
用
い
ら
れ
て
い
て
起
き
た
事
故
で
あ
っ
て
も
、
運
行
供
用
者
変
任
が
広
く
問
わ
れ
、
責
任
が
認

（
２
）
 

め
雪
り
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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自
賠
責
保
険
に
お
い
て
、
保
有
者
（
運
行
供
用
者
）
と
な
ら
ん
で
保
険
会
社
も
ま
た
、
被
害
者
に
対
す
る
別
個
独
立
し
た
自
賠
責
保
険

（
４
）
 

（
５
）
 

支
払
責
任
主
体
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
関
係
は
不
真
正
連
帯
債
務
関
係
と
見
ら
れ
、
被
害
者
は
保
有
者
、
保
険
会
社
い
ず
れ
に
も
損
害
を

請
求
で
き
る
。
被
害
者
が
保
険
会
社
か
ら
自
賠
責
保
険
金
の
支
払
い
を
受
け
た
場
合
、
そ
の
限
度
で
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
消
滅

し
、
受
領
し
た
自
陪
貴
保
険
金
を
損
害
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
行
供
用
者
た
る
使
用
者
は
支
払
わ
れ
た
保
険

金
を
限
度
と
し
て
被
害
者
へ
の
賠
償
義
務
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
該
使
用
者
が
加
害
者
た
る
被
用
者
に
求
償
す
る
場
合
も

か
か
る
保
険
金
を
控
除
し
た
残
り
の
賠
償
額
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ひ
き
逃
げ
事
故
の
よ
う
な
場
合
、
被
害
者
が
自
動
車
の
保
有
者
を
知
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
損
害
を
填
補
す
る
た
め

（
６
）
 

に
被
害
者
は
、
政
府
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
政
府
は
有
資
加
害
者
の
免
責
を
阻
止
し
自
賠
資
保
険
制
度
の

（
７
）
 

存
立
を
維
持
す
る
た
め
に
前
記
被
害
者
か
ら
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
し
、
も
っ
て
賠
償
責
任
者
に
求
償
す
る
権
利
を
漣
得
す
る
。
こ
の

（
８
）
 

政
府
が
賠
償
責
任
者
に
請
求
す
る
と
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
運
転
者
に
対
す
る
求
償
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
た
る
被
用
者
に
求
償

で
き
る
。

が
、
常
識
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
わ
が
国
の
自
動
車
人
身
事
故
に
関
す
る
賠
償
保
険
制
度
は
、
強
制
で
あ
る
自
賠
責
保
険
と
任
意
保
険
の
二
本
立
て
と
な
っ
て
い

る
。
自
賠
賞
保
険
制
度
の
発
足
当
時
か
ら
自
賠
資
保
険
が
第
一
、
任
意
保
険
が
二
次
的
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
任
意
保
険
は
現
在
、

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
賢
任
〈
藤
本
）

七
五

今
日
わ
が
国
で
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
保
険
法
に
基
づ
く
自
陪
責
保
険
で
は
、
十
分
な
補
償
が
で
き
ず
、
任
意
保
険
に
加
入
す
る
こ
と

２
任
意
保
険
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保
険
制
度
が
、
主
に
被
害
者
救
済
の
現
実
可
能
性
の
観
点
か
ら
、
充
実
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
保
険
制
度
の
充
実
は
、
間
接

的
に
は
被
用
者
の
加
害
者
と
し
て
の
賠
償
責
任
問
題
を
表
面
化
さ
せ
ず
に
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
保
険
金
額
を
上
回
る
損
害
の
あ
る
場
合
に
は
、
被
用
者
の
加
害
者
と
し
て
の
賠
倣
賀
任
問
題
は
表
面
化
す
る
と
と
も
に
、
使

用
者
責
任
と
し
て
の
立
場
か
ら
使
用
者
が
被
害
者
に
賠
償
金
を
支
払
え
ば
、
使
用
者
と
被
用
者
と
の
間
で
求
償
問
題
が
表
面
化
す
る
。
さ

ら
に
社
用
車
関
連
で
は
な
い
労
働
過
程
中
の
事
故
で
、
被
用
者
が
機
械
を
壊
わ
す
な
ど
し
て
使
用
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
そ
れ
を
カ

ヴ
ァ
ー
す
る
保
険
に
自
賠
資
保
険
の
よ
う
な
強
制
保
険
制
度
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
項
の
問
題
は
、
保
険
制
度
登
場
以
前
の
基
本
的
事
柄
で
あ
る
と
と
も
に
、
依
然
と
し
て
現
実
問
題
と
し
て
検
討

さ
れ
る
べ
き
対
象
で
も
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

七
六

（
９
）
 

損
害
号
観
が
自
賭
賞
保
踏
一
の
支
払
額
を
上
回
る
と
き
、
そ
の
不
足
分
を
補
う
形
で
支
払
わ
れ
る
（
上
積
み
方
式
）
。

自
賠
責
保
険
は
自
動
車
事
故
に
関
す
る
人
命
や
身
体
へ
の
損
害
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
賠
資
保
険
で
は
カ

ヴ
ァ
ー
し
切
れ
な
い
対
人
賠
償
部
分
、
対
人
賠
償
以
外
の
対
物
賠
償
や
自
損
事
故
に
対
す
る
保
険
が
任
意
保
険
と
し
て
掛
け
ら
れ
る
。

貝
頂
事
故
保
険
は
、
単
独
事
故
や
自
己
過
失
一
○
○
％
な
ど
の
自
賠
貴
保
跨
一
で
は
救
済
さ
れ
な
い
被
害
者
を
救
済
す
る
目
的
で
、
創
設

（
、
）

さ
れ
た
も
の
で
、
自
賠
責
保
跨
一
の
代
替
的
機
能
を
有
し
て
い
る
。

Ｂ
不
法
行
為
責
任
及
び
使
用
者
責
任

３
小
括
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被
用
者
は
、
過
失
に
よ
っ
て
負
担
す
る
に
至
っ
た
損
害
の
範
囲
で
、
使
用
者
の
求
彼
に
対
し
て
資
任
を
負
い
ま
た
、
同
様
に
使
用
者
へ

の
直
接
損
害
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
う
る
。
と
は
い
え
、
わ
が
国
で
は
、
か
か
る
場
合
に
被
用
者
の
負
担
す
る
賀
任
に
つ
い

て
、
そ
の
軽
減
が
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
の
軽
減
の
法
理
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
定
ま
っ
た
と
は
、
到
底
い
え
な
い
状
況

（
咽
）

に
あ
る
が
、
以
下
の
点
が
わ
が
国
の
特
徴
と
し
て
掲
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
使
用
者
の
求
償
権
お
よ
び
損
害
賠
償
請
求
権
の

、
七

制
限
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
損
害
は
本
来
的
に
は
惹
起
し
た
本
人
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
自
己
責
任
の
考

え
方
が
、
雇
用
関
係
を
検
討
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
法
理
形
成
の
初
期
に
お
い
て
は
、
他
の
諸
関
係
と
同
様
、
当
然

労
働
過
程
で
の
被
思
百
の
過
失
と
迩
任
（
藤
本
）

七
七

（
Ⅱ
）
 

労
働
過
程
上
の
事
故
、
例
え
ば
自
動
車
雷
雫
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
責
任
は
、
「
不
法
行
為
法
」
で
処
理
さ
れ
る
。
実
際
、
被
用

者
の
加
害
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
に
与
え
た
損
害
に
対
す
る
使
用
者
責
任
は
、
人
身
損
害
に
関
す
る
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
連
行
供

（
昭
）

用
者
責
任
と
ほ
ぼ
同
じ
対
応
関
係
で
、
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。

被
用
者
が
過
失
や
怠
慢
に
よ
っ
て
第
三
者
に
損
害
を
与
え
使
用
者
が
使
用
者
責
任
と
し
て
そ
れ
を
負
担
し
た
場
合
、
労
働
者
が
使
用
者

に
対
し
て
負
担
す
る
損
害
賠
償
責
任
問
題
は
、
民
法
七
一
五
条
三
項
に
基
づ
い
て
処
理
さ
れ
る
。
本
条
は
、
当
該
損
害
賠
償
を
被
用
者
に

対
し
て
要
求
す
る
「
使
用
者
の
求
償
権
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
被
用
者
は
、
直
接
使
用
者
に
与
え
た
損
害
（
た
と
え
ば
、
社
用
車
の
修
理
の
た
め
に
休
車
し
た
よ
う
な
場
合
の
休
車
期
間
中
の

得
べ
か
り
し
利
益
）
に
つ
い
て
、
民
法
七
○
九
条
（
不
法
行
為
）
あ
る
い
は
民
法
四
一
五
条
（
債
務
不
履
行
）
に
基
づ
き
、
使
用
者
に
対

し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
い
う
る
。

Ｃ
被
用
者
責
任
の
限
定
ｌ
使
用
者
の
求
償
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
制
限
Ｉ
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第
一
に
、
使
用
者
が
支
払
っ
た
損
害
賠
償
の
う
ち
、
労
働
者
が
負
担
す
る
可
能
性
の
あ
る
の
は
そ
の
う
ち
の
保
険
で
賄
わ
れ
な
い
部
分

に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
七
一
五
条
三
項
お
よ
び
七
○
九
条
に
よ
る
労
働
者
の
責
任
の
範
囲
と
し
て
、
か
か
る
条
項
に
い
う
「
損

害
」
に
は
、
第
三
者
に
使
用
者
が
支
払
っ
た
損
害
や
使
用
者
が
直
接
蒙
っ
た
損
害
の
う
ち
、
強
制
、
任
意
を
問
わ
ず
保
険
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
請
求
額
か
ら
除
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
保
険
金
を
受
領
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
既
に

治
癒
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
請
求
権
は
そ
れ
を
限
度
に
消
滅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
使
用
者
は
損
害
を
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
強
制
的
第
三
者
損
害
保
険
制
度
の
下
で
被
害
者
に
支
払
っ

（
Ｍ
）
 

て
し
ま
っ
た
場
合
、
保
険
会
社
に
対
し
て
保
険
金
の
支
払
い
を
二
年
以
内
に
請
求
で
き
る
。

通
常
、
か
か
る
侵
害
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
仕
事
が
で
き
ず
に
失
わ
れ
た
、
賃
金
や
時
間
と
い
っ
た
も
の
も
、
自
賠
資
保
険
に
よ
っ

（
咽
）

て
弁
済
さ
れ
う
る
。
損
害
の
多
く
は
、
保
険
金
に
よ
っ
て
賄
わ
ら
れ
る
と
い
》
え
よ
う
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
自
動
車
保
有
者
が
自
動
車
の
運
行
に
よ
り
生
じ
る
自
分
自
身
や
第
三
者
の
財
産
上
の
損
害
や
そ
の
他
の
危
険
を

カ
ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
に
任
意
の
保
険
に
加
入
す
る
の
は
、
わ
が
国
で
は
今
や
常
識
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
事
業
で
自
動
車
を
保
有
し
て

い
る
使
用
者
に
と
っ
て
は
、
切
実
で
あ
る
。
一
度
、
た
っ
た
一
度
で
も
深
刻
な
事
故
を
惹
起
し
損
害
賠
値
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

七
八

に
あ
て
は
ま
る
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
雇
用
関
係
の
特
趣
味
性
を
説
明

す
る
こ
と
で
、
被
用
者
の
責
任
を
限
定
す
る
方
向
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
使
用
者
の
求
倣
権
と
損
害
賠
償
請
求
権
の
制

限
は
実
質
的
に
同
一
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
理
論
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

１
保
険
金
で
賄
わ
れ
な
い
部
分
に
限
定
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使
用
者
は
、
通
常
、
被
用
者
の
過
失
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
被
用
者
に
求
め
な
い
の
で
、
訴
訟
件
数
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な

い
。
そ
の
理
由
は
、
雇
用
を
継
続
し
た
い
事
情
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
事
実
、
以
下
の
裁
判
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
か
る

心
配
の
な
い
退
職
者
に
つ
い
て
、
か
か
る
債
務
が
表
面
化
す
る
。

今
ま
で
の
裁
判
例
を
概
観
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
被
用
者
の
責
任
を
、
使
用
者
の
損
害
額
の
零
％
か
ら
二
五
％
に
限
定
し
て
い
る
。
そ

（
Ⅳ
）
 

の
際
、
裁
判
所
は
法
的
根
拠
を
信
義
則
に
求
め
て
い
る
。

〈
旧
）

こ
の
分
野
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
、
昭
和
五
一
年
七
月
八
日
の
茨
城
石
炭
商
事
事
件
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
で
あ
る
。

本
件
は
、
石
炭
・
石
油
・
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
な
ど
の
輸
送
販
売
を
し
て
い
る
会
社
に
自
動
車
運
転
手
と
し
て
雇
用
さ
れ
退
職
し
た
被
用
者

が
退
職
後
、
使
用
者
か
ら
、
以
下
を
理
由
に
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
①
在
職
中
に
起
こ
し
た
追

突
事
故
に
よ
り
、
会
社
は
相
手
車
両
の
修
理
費
と
休
車
保
障
を
支
払
っ
た
の
で
、
民
法
七
一
五
条
三
項
に
よ
っ
て
、
求
償
す
る
。
②
同
追

突
事
故
に
よ
っ
て
、
会
社
の
車
も
破
損
し
た
の
で
修
理
費
と
修
理
期
間
中
の
得
べ
か
り
し
利
益
を
民
法
七
○
九
条
に
よ
っ
て
、
損
害
賠
償

請
求
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
信
義
則
に
よ
っ
て
損
害
額
の
二
五
％
を
限
度
に
請
求
を
認
容
し
た
高
裁
判
決
を
、
支
持
し
た
。
最
高
裁
は
「
信
義
則
」
を

適
用
し
て
「
事
業
の
性
格
、
規
模
、
施
設
の
状
況
、
被
用
者
の
業
務
の
内
容
、
労
働
条
件
、
勤
務
態
度
、
加
害
行
為
の
態
様
、
加
害
行
為

の
予
防
も
し
く
は
損
失
の
分
散
（
保
険
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
ｌ
筆
者
注
）
に
つ
い
て
の
使
用
者
の
配
慮
の
程
度
そ
の
他
諸
般
の
事
情
に

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
責
任
（
藤
本
）

七
九

（
帽
）

た
場
ム
ロ
に
は
、
破
産
を
意
味
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

２
制
限
法
理
と
し
て
の
信
義
誠
実
の
原
則
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照
ら
し
、
損
害
の
公
平
な
分
担
と
い
う
見
地
か
ら
、
信
義
則
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
披
用
者
に
対
し
右
損
害
の
賠
償
又

（
四
）

は
求
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
判
一
示
し
た
。

⑦
勺
ｂ
℃
、

本
判
決
の
意
義
は
以
下
の
一
一
つ
に
あ
る
。
第
一
は
、
第
一
一
一
者
に
支
払
っ
た
使
用
者
の
求
償
と
同
じ
論
理
で
使
用
者
の
直
接
蒙
っ
た
損
害

の
賠
償
請
求
を
、
制
限
で
き
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
が
従
来
の
下
級
審
判
決
の
動
向
に
沿
っ
て
、
労
働
者
に

対
す
る
使
用
者
の
求
償
権
を
制
限
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
点
で
あ
る
。
労
働
者
と
の
内
部
関
係
で
使
用
者
の
求
償
権
や
損
害
賠
償
》
電
求
権

を
制
限
す
る
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
労
使
の
相
互
信
頼
関
係
の
下
で
要
請
さ
れ
る
信
義
則
の
観
点
か
ら
諸
般
の
事
情
を
考
慮
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
考
慮
の
際
の
判
餅
剖
要
素
は
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
制
限
す
る
こ
と
自
体
は
個
別
具
体
的
な
個
々
の
事
情

に
拠
る
こ
と
に
止
ま
る
。
一
般
的
な
制
限
論
理
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
学
説
上
で
は
、
少
な
く
と
も
業
務
を
遂
行

（
鋤
）

す
る
過
程
で
の
軽
過
失
行
為
に
つ
い
て
は
、
完
全
免
責
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
」
し
、
次
に
述
べ
る
裁
判
例
な
ど

か
ら
も
、
問
題
の
残
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
Ⅲ
）
 

四
宮
運
輸
倉
庫
事
件
京
一
節
地
裁
判
決
は
、
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
好
例
で
あ
る
。
本
件
は
、
被
用
者
運
転
の
社
用
車
に
よ
り
惹
起
さ

れ
た
三
つ
の
交
通
事
故
（
①
他
の
車
へ
の
追
突
事
故
、
②
横
断
歩
道
で
の
通
行
人
を
は
ね
た
事
故
、
③
取
引
先
工
場
の
門
扉
を
破
壊
し
た

事
故
）
の
賠
償
金
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
そ
れ
を
被
害
者
に
支
払
っ
た
後
に
、
重
過
失
を
理
由
に
し
て
被
用
者
に
求
償
し
た
事
件
で
あ
る
。

京
都
地
裁
は
、
使
用
者
側
請
求
を
す
べ
て
却
け
、
概
要
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、
本
件
事
故
の
発
生
は
、
会
社
が
当
該
被
用
者
を
運
転
手
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
敢
え

て
運
転
手
と
し
て
勤
務
さ
せ
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
の
で
、
被
害
者
に
対
し
て
は
、
原
告
会
社
と
被
告
は
、
共
同
不
法
行
為
の
関
係
に
た

ち
不
真
正
連
帯
債
務
を
負
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
こ
の
観
点
か
ら
原
被
告
内
部
関
係
に
お
け
る
責
任
の
分
担
を
み
る
に
、
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す
な
わ
ち
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
た
継
続
的
関
係
に
お
い
て
は
、
労
働
過
程
上
の
過
失
に
つ
い
て
、
「
長
期
的
視
点
か
ら
成
績
の
評

価
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
自
覚
を
促
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
種
事
案
の
再
発
を
防
止
し
て
い
こ
う
と
考
え
る
の
が
通
常

の
こ
と
と
さ
れ
て
い
」
て
、
会
社
の
こ
れ
ま
で
の
対
処
の
仕
方
と
実
態
な
ど
「
認
定
の
諸
事
情
と
も
総
合
考
慮
す
る
と
、
原
告
は
被
告
の

労
働
過
程
上
の
（
軽
）
過
失
に
基
づ
く
事
故
に
つ
い
て
は
労
働
関
係
に
お
け
る
公
平
の
原
則
に
照
ら
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
で

（
型
）

き
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
本
件
勤
務
中
の
居
眠
り
は
「
重
大
な
過
失
」
で
あ
り
、
賠
償
責
任
を
免
れ
な
い

が
、
賠
償
額
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
当
該
事
件
に
現
れ
た
一
切
の
事
情
を
斜
酌
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
」
、
「
労

働
過
程
上
の
過
失
も
し
く
は
不
注
意
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
は
、
雇
用
関
係
に
お
け
る
信
義
則
及
び
公
平
の
見
地
か
ら
…
…
諸

（
弱
）

事
情
に
つ
い
て
更
に
検
討
料
酌
し
て
そ
の
額
を
具
体
的
に
定
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

（
邪
）

こ
れ
ら
の
裁
判
例
お
よ
び
学
説
に
流
れ
る
基
本
的
考
え
方
は
、
第
一
に
、
使
用
者
が
、
事
業
の
目
的
と
経
済
的
利
益
の
た
め
に
被
用
者

に
車
を
準
備
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
だ
か
ら
車
の
運
行
に
よ
り
生
じ
る
損
失
も
ま
た
引
き
受
け
る
べ
き
で
あ
る
（
報
償
責
任
論
）
、
あ

る
い
は
、
使
用
者
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
危
険
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
で
あ
る
か
ら
使
用
者
が
負
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
（
危
険
責
任

労
働
迦
程
で
の
被
国
有
の
過
失
と
画
任
愈
さ

八
一

前
記
の
事
実
関
係
か
ら
す
れ
ば
被
告
の
故
意
又
は
重
過
失
に
基
く
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
被
告
自
ら
こ
れ
を
負
担
し
、
被
告
の
軽
過
失

に
基
く
損
害
の
賠
彼
に
つ
い
て
は
原
告
会
社
に
お
い
て
こ
れ
を
負
担
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
正
義
公
平
に
合
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
て
、

（
躯
）

民
法
第
七
一
五
条
第
三
項
の
求
償
権
も
、
こ
の
限
度
に
制
限
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
。

ま
た
、
自
動
車
事
故
と
は
異
な
る
が
、
勤
務
中
の
居
眠
り
で
高
価
な
機
械
を
損
傷
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
使
用
者
が
損
害
賠
償
を
当

（
鱈
）

該
労
働
者
に
請
求
し
た
大
隈
鐡
工
所
事
件
で
、
各
古
屋
地
裁
は
、
概
ね
、
以
下
の
よ
う
に
判
一
示
し
て
、
損
害
額
の
二
五
％
を
限
度
に
賠
償

を
認
容
し
た
。０ 

す
な
わ
ち
、
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上
記
以
外
に
も
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

不
法
行
為
法
に
よ
り
、
請
求
さ
れ
う
る
損
害
の
類
型
は
、
実
際
に
事
故
に
よ
っ
て
生
じ
た
類
の
項
目
で
あ
り
、
侵
害
行
為
と
法
的
相
当

因
果
関
係
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
事
故
の
結
果
そ
の
事
故
処
理
の
た
め
あ
る
い
は
保
険
金
請
求
の
た
め
に
要
し
た
事
務
処
理
費
や
か
か
る
事
故
に
よ
っ
て
交

換
さ
れ
た
新
車
へ
の
保
険
の
掛
け
金
が
上
が
っ
た
場
合
の
上
昇
分
な
ど
は
損
害
に
入
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
使
用
者
が
引
き
受
け
た
危
険
が

具
体
化
し
た
こ
と
に
よ
る
必
要
経
費
で
あ
り
、
特
別
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
は
か
か
る
使
用
者
が
引
き
受
け
た
危
険
の
範
囲
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
－
種
の
事
務
運
営
費
あ
る
い
は
事
業
費
と
捉
え
ら
れ
る
。
被
用
者
に
車
を
用
意
し
た
こ
と
は
使
用
者
が
業
務
上
の
目
的
で

利
益
を
上
げ
る
た
め
に
選
択
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
る
事
務
処
理
費
用
も
ま
た
、
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

八
二

論
）
の
内
部
関
係
へ
の
適
用
で
あ
る
、
第
二
に
、
使
用
者
は
被
用
者
よ
り
も
、
保
険
や
そ
の
他
の
一
々
法
を
通
じ
て
、
使
用
者
の
作
り
出
し

た
危
険
に
よ
り
生
じ
た
責
任
を
よ
り
分
散
で
き
る
地
位
に
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
使
用
者
は
経
済
的
に
損
害
に
対
す
る
支
払
い
能
力
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

Ⅲ
カ
ナ
ダ
の
法
状
況

３
法
的
相
当
因
果
関
係
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カ
ナ
ダ
で
は
、
自
動
車
を
購
入
し
公
道
を
走
ら
せ
る
た
め
に
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
購
入
時
に
、
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
険
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
対
人
対
物
自
損
事
故
す
べ
て
を
含
み

ま
た
、
保
険
金
額
も
実
際
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
に
保
険
で
す
べ
て
が
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
る
金
額
の
も
の
に
加
入
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
強
制
保
険
で
す
べ
て
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

問
題
は
、
使
用
者
の
入
る
保
険
か
ら
の
支
払
い
に
よ
っ
て
、
資
力
の
な
い
加
害
者
た
る
被
用
者
が
損
害
賠
償
請
求
か
ら
完
全
に
免
れ
ら

れ
る
か
、
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
保
険
金
を
払
っ
た
保
険
会
社
が
使
用
者
に
代
わ
っ
て
損
害
賠
償
を
当
該
被
用

者
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
は
結
局
の
と
こ
ろ
す
べ
て
、
被
用
者
が
負
担
し
て
い
る
こ
と

に
変
り
な
い
。
こ
の
点
、
保
険
会
社
が
、
保
険
金
を
支
払
っ
て
使
用
者
か
ら
取
得
し
た
損
害
賠
償
請
求
権
を
加
害
者
た
る
被
用
者
に
請
求

す
る
の
は
、
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
保
険
会
社
相
互
間
で
結
ば
れ
て
い
る
「
紳
士
協
定
」
に
よ
る
。
す
な
わ

ち
、
通
謀
（
８
］
］
■
⑪
】
。
ｐ
）
あ
る
い
は
悪
意
の
違
法
行
為
（
尋
】
］
目
］
目
の
８
且
巨
Ｒ
）
に
よ
る
と
き
以
外
は
被
用
者
に
対
し
て
代
わ
り
の
権

利
を
行
使
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
、
保
険
会
社
の
間
で
発
展
し
て
き
た
紳
士
協
定
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
保
険
制
度
は
、
加
害
者
た
る
労

働
者
に
と
っ
て
も
労
働
過
程
で
生
じ
た
損
害
を
カ
ヴ
ァ
ー
で
き
る
制
度
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
例
で
あ
る（
町
）

が
、
カ
ナ
ダ
で
前
記
の
よ
う
な
請
求
訴
訟
が
少
な
い
こ
と
の
背
景
に
は
、
か
か
る
紳
士
協
定
と
同
様
な
考
え
方
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

Ａ
自
動
車
保
険

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
責
任
（
藤
本
）

八
＝ 
￣ 
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「
過
誤
を
し
な
い
」
と
の
黙
示
条
項
が
あ
る
と
す
る
法
理
を
、
よ
り
一
般
的
に
確
認
し
た
判
決
は
、
い
房
可
堂
用
・
量
ご
ａ
』
自
陣
（
ご
国

（
麹
）

②
ご
日
用
（
ご
・
事
件
判
決
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
例
で
あ
る
。

本
件
事
実
は
概
要
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
被
用
者
口
禺
の
『
が
職
務
遂
行

中
、
構
内
で
ト
ラ
ッ
ク
を
バ
ッ
ク
さ
せ
て
い
た
時
、
過
失
に
よ
り
（
ロ
●
ぬ
一
碕
目
二
『
）
、
同
僚
労
働
者
（
当
該
被
用
者
の
父
親
）
を
は
ね
て

怪
我
を
さ
せ
た
。
怪
我
を
し
た
同
僚
労
働
者
は
、
使
用
者
責
任
を
理
由
に
使
用
者
か
ら
賠
彼
を
受
け
た
。
使
用
者
は
そ
こ
で
保
険
金
を
保

険
会
社
よ
り
受
け
た
。
保
険
金
を
支
払
っ
た
保
険
会
社
は
使
用
者
に
代
位
し
て
使
用
者
の
名
で
当
該
被
用
者
に
対
し
て
不
法
行
為
を
理
由

労
働
過
程
で
、
被
用
者
の
過
失
に
よ
り
第
三
者
あ
る
い
は
使
用
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
き
、
被
用
者
は
、
損
害
賠
侭
の
責
任
を
負
う
。

こ
れ
は
、
不
法
行
為
で
も
理
論
化
で
き
る
が
、
雇
用
契
約
上
の
黙
示
条
項
と
し
て
理
論
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
法

で
あ
る
が
、
カ
ナ
ダ
で
も
、
先
例
と
し
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
で
は
、
制
限
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
使
用
者
が
被
害
者
に
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
る
被
用
者
へ
の
求
償
と
直
接
蕊
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
と
は
発
生
原
因
を
異
に
し
、
理
論
構
成
に
お
い
て
、
異
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
雇
用
に
お
け
る
労
使
の
内
部
問
題
で
あ
る
と
し

て
処
理
の
論
法
を
一
に
し
て
い
る
。
求
償
と
損
害
賠
倣
を
同
一
に
捉
え
て
い
る
点
で
、
カ
ナ
ダ
と
日
本
は
、
同
じ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

処
理
の
仕
方
Ⅱ
法
理
と
い
う
点
で
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
相
当
、
異
な
る
。

Ｂ
使
用
者
に
よ
る
求
償
及
び
損
害
賠
償
請
求

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

１
過
誤
を
し
な
い
と
の
黙
示
条
項

八
四
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本
件
は
、
四
・
Ｆ
に
進
み
、
結
局
使
用
者
が
勝
訴
し
た
が
、
判
旨
は
不
法
行
為
で
は
な
く
、
契
約
理
論
に
依
拠
し
て
処
理
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
熟
練
技
術
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
場
合
、
「
労
働
者
側
が
、
当
該
職
務
上
求
め
ら
れ
る
べ
き
技
術
（
②
冨
一
）
に
つ
き
、
合
理
的

（
麹
）
（
釦
）

に
能
力
の
あ
る
こ
と
を
、
契
約
上
、
黙
示
的
に
保
障
す
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
」
、
と
。

熟
練
技
術
労
働
者
は
雇
用
さ
れ
る
際
、
そ
の
雇
用
契
約
に
お
い
て
、
要
求
さ
れ
た
技
能
に
責
任
を
持
つ
、
と
の
黙
示
条
項
が
存
在
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
契
約
の
黙
示
条
項
と
し
て
、
被
用
者
の
過
失
に
よ
っ
て
労
働
過
程
に
お
い
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
、
被
用

者
に
、
そ
の
責
任
を
負
担
す
る
義
務
が
あ
る
と
、
構
成
さ
れ
る
（
こ
れ
を
、
「
過
誤
を
し
な
い
」
義
務
と
、
い
う
こ
と
と
す
る
）
。
》
」
の
黙

示
条
項
が
存
す
る
雇
用
契
約
を
結
ん
で
い
る
労
働
者
は
、
熟
練
技
術
労
働
者
で
あ
る
。
こ
の
意
味
を
裏
返
し
て
考
え
る
と
、
こ
の
法
理
は
、

不
熟
練
職
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
は
、
何
を
も
っ
て
熟
練
技
術
労
働
者
と
い
う
か
、
で
あ
る
。
判
決
に
あ
る
「
職
務
上
求
め
ら
れ
る
技
術
」
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
、
ど
ん
な
職
務
に
も
存
す
る
と
も
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、
判
事
の
一
人
で
あ
る
、
．
シ
モ
ン
ズ
子
爵
（
昌
印
‐

８
目
芹
盟
ョ
・
目
の
）
の
考
え
は
、
本
判
決
の
論
理
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
肯
定
し
た
上
で
、
か
か
る
熟
練
技
術
労
働
者
の
範

囲
を
限
定
的
に
捉
え
る
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
興
味
深
い
。

、
、
、
屯
、
、
、
、
、
、
、
、
勺
も
、
、
ｂ
、
■
も
、
も

の高い職務であるが否かである。、、、、、
シ
モ
ン
ズ
子
爵
は
、
第
一
に
、
ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
の
職
務
が
注
意
（
８
『
の
）
を
怠
る
と
大
事
故
を
招
き
使
用
者
に
深
刻
な
損
害
を
与
え

、
ｂ
ｂ
ｂ
も
も
む
●

も
、
、
勺
も
■
も
勺

（
帥
）

る
危
険
の
高
い
こ
と
か
ら
、
契
約
上
の
黙
示
条
項
と
し
て
、
技
術
に
責
任
を
持
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。

「
過
誤
を
し
な
い
」
義
務
の
有
無
を
判
断
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
彼
に
よ
る
と
、
注
意
を
怠
る
と
使
用
者
に
深
刻
な
損
害
を
与
え
る
危
険
度

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
寅
任
（
藤
本
）

八
五

に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
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「
過
誤
を
し
な
い
義
務
」
を
黙
示
条
項
と
し
て
定
め
て
い
る
と
の
法
理
は
、
後
に
述
べ
る
裁
判
例
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
カ
ナ
ダ
の
判

（
銅
）

例
法
理
と
、
一
応
、
な
っ
て
は
い
る
が
、
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
使
用
者
責
任
が
実
質
的
に
は
問
わ
れ
な
い
点
に
疑
問
を
呈

す
る
も
の
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
第
三
者
に
与
え
た
損
害
に
対
す
る
責
任
の
と
り
よ
う
に
は
、
被
用
者
の
前
述
し
た
損
害
賠
償
賞
任
の
ほ

か
に
使
用
者
責
任
が
あ
る
。
労
働
過
程
上
の
損
失
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
使
用
者
と
て
門
外
漢
で
は
な
い
。
し
か
し
、
前
記
の
「
過

誤
を
し
な
い
義
務
」
の
存
在
を
一
般
に
広
く
認
め
る
と
、
使
用
者
は
最
終
的
に
は
加
害
者
た
る
被
用
者
に
損
失
の
す
べ
て
を
負
担
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
損
失
分
担
と
し
て
の
側
面
を
、
使
用
者
責
任
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
は
全
く
省
み
な
い
、
》
」
と
を
意
味
す
る
。

（
雛
）

こ
れ
で
は
、
損
失
分
担
者
た
る
使
用
者
の
役
割
が
あ
ま
り
に
も
過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
老
》
え
て
見
る
と
、
シ
モ

ン
ズ
子
爵
の
い
う
の
と
は
別
の
次
元
で
の
「
公
共
の
政
策
（
日
ワ
ー
ー
ロ
ロ
。
］
旨
『
）
」
の
観
点
か
ら
、
労
使
の
内
部
関
係
で
の
「
公
平
」
の
視

点
を
余
り
に
も
欠
い
て
い
る
と
の
意
味
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
使
用
者
は
保
険
を
掛
け
て
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
る
が
、
使
用
者
が
保
険
に
加
入
し
て
い
る
事
実
か
ら
、

こ
れ
が
、
「
公
平
」
に
資
し
て
い
る
と
の
考
え
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
、
以
下
の
点
で
「
公
平
」
の
論
理
と
は
異
質
の
問
題
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シ
モ
ン
ズ
子
爵
は
、
第
二
に
、
当
該
黙
示
条
項
が
契
約
上
、
存
在
と
す
る
と
考
え
る
根
拠
、
す
な
わ
ち
存
在
す
る
こ
と
の
正
当
化
の
根

拠
を
「
公
共
の
政
策
（
ロ
ロ
目
。
□
。
］
旨
］
）
」
に
据
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
被
用
者
に
完
全
な
免
責
を

（
釦
）

保
証
し
て
し
ま
う
と
無
責
任
の
風
潮
を
招
く
、
と
の
点
に
求
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
雇
用
契
約
に
本
来
的
に
見
い
出
さ
れ
る

義
務
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
第
二
に
完
全
な
免
資
を
認
め
る
こ
と
へ
の
問
題
性
、
こ
れ
ら
を
指
摘
す
る
点
が
興
味
深
い
。

２
当
該
黙
示
条
項
の
適
用
範
囲
ｌ
求
償
権
、
損
害
賠
償
請
求
権
の
制
限
法
理
Ｉ
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で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
使
用
者
が
保
険
を
か
け
る
の
は
、
①
使
用
者
責
任
の
観
点
か
ら
被
害
者
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
②
支

払
っ
て
被
用
者
に
求
償
し
て
も
無
資
力
で
あ
る
被
用
者
か
ら
損
害
を
回
復
で
き
な
い
、
③
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
支
払
っ
た
額
を
使
用
者

が
何
等
か
の
形
で
取
り
戻
す
と
す
れ
ば
保
険
で
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
以
外
に
は
な
い
、
と
の
使
用
者
自
身
の
現
実
的
な
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
加
害
者
た
る
被
用
者
が
完
全
に
免
責
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
も
含
め
て
、
労
使
の
内
部
関
係
に
お
け
る
責

任
分
担
の
論
点
は
、
全
く
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
事
実
、
保
険
会
社
が
使
用
者
に
代
わ
っ
て
提
訴
し
た
の
が
、
前
記
旧
詠
§
事
件
で
あ

る
。
か
か
る
考
え
方
に
対
す
る
反
論
の
根
拠
に
な
ろ
う
。

カ
ナ
ダ
で
の
旧
時
§
事
件
判
決
に
関
す
る
理
論
状
況
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
官
営
ｓ
事
件
判
決
は
、

最
近
、
英
国
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
た
と
は
い
え
、
カ
ナ
ダ
の
裁
判
所
が
以
下
の
点
に
つ
い
て
制
限
的
に
解
す
る
か
否
か
は
明
確
で
は
な

い
。
第
一
に
、
か
か
る
法
理
の
適
用
範
囲
が
技
術
職
熟
練
労
働
者
に
の
み
適
用
さ
れ
る
か
、
第
二
に
、
求
償
問
題
は
第
三
者
た
る
被
害
者

に
、
使
用
者
責
任
と
し
て
填
補
し
た
結
果
生
じ
た
損
失
を
理
由
に
し
た
損
害
賠
償
責
任
問
題
で
あ
っ
て
、
技
術
や
注
意
を
し
て
職
務
を
遂

（
弱
）

行
す
る
と
の
被
用
者
の
義
務
自
体
に
違
反
し
た
結
果
、
発
生
し
た
使
用
者
の
経
済
的
損
害
の
形
態
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
と
、

換
一
宮
す
れ
ば
、
第
一
の
点
は
、
被
用
者
の
賠
償
責
任
の
限
定
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
議
論
を
概
観
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
当
該
黙
示
条

項
が
適
用
に
な
る
労
働
者
の
対
象
を
限
定
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。
被
用
者
一
般
の
問
題
と
し
て
、
労
使
関
係

の
内
部
関
係
に
あ
っ
て
、
労
働
過
程
で
生
じ
た
損
害
を
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
間
で
、
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
の
が
妥
当
か
と
い
う
議

論
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
保
険
の
こ
と
と
も
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
被
用
者
の
賠
償
責
任
問
題
は
、
昌
一
Ｒ
ｐ
Ｃ
岳
‐

旨
的
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
熟
練
労
働
者
と
な
れ
ば
、
完
全
に
免
責
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
か
も
知
れ

な
い
。
第
二
の
点
は
、
以
上
の
議
論
が
第
三
者
に
対
す
る
使
用
者
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
に
よ
る
被
用
者
へ
の
求
償
権
問
題
に
限
ら
れ
て

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
責
任
（
藤
本
）

八
七
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多
数
意
見
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
第
一
に
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
は
熟
練
技
術
労
働
者
の
列
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
第
二
に
、
前
記
旧
曾
国
事
件
判
決
を
留
保
す
る
こ
と
な
く
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
用
者
へ
の
直
接
侵
害
に
対
す
る
被
用

者
の
責
任
は
、
か
か
る
黙
示
条
項
の
内
容
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
後
述
）
。

多
数
意
見
は
、
前
記
旧
時
薗
彌
事
件
判
決
を
引
用
し
て
、
概
要
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
該
マ
ネ
ー
ジ
ャ
が
当
該
職

務
を
合
理
的
な
注
意
と
技
術
を
持
っ
て
履
行
す
る
と
の
、
雇
用
契
約
上
の
黙
示
義
務
を
怠
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
そ
の
結
果
、
か
か
る

損
害
が
発
生
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
二
月
の
質
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
肇
っ
た
使
用
者
の
損
害
を
負
担
す
る

責
任
が
あ
る
。

賠
償
請
求
し
た
。

以
上
の
問
題
に
関
し
て
、
カ
ナ
ダ
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
。
コ
ロ
ム
ビ
ア
州
（
以
下
、
口
○
・
州
と
略
記
す
る
）
で
は
、
次
の
事
件
判
決
が
先

例
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
七
五
年
の
口
演
○
罵
司
貝
后
「
Ｑ
）
・
具
（
冒
冒
：
ト
貝
堂
「
ｇ
ｓ
８
。
§
＆
耳
卜
員
事

（
妬
）

件
国
・
○
・
州
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
本
件
は
、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
が
、
会
社
の
賃
借
し
て
い
る
倉
庫
の
賃
貸
借
契
約
に
、
解
約

に
際
し
て
は
三
○
日
前
の
告
知
を
要
す
る
と
の
条
項
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注
意
を
怠
り
こ
の
点
を
会
社
に
報
告
し
な
か
っ
た
。
そ

の
結
果
、
会
社
は
そ
の
年
の
一
二
月
の
賃
料
を
余
計
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
か
る
損
害
は
当
該
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
の
職
務
の
遂
行
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
豪
っ
た
損
害
で
あ
る
と
し
て
、
会
社
が
当
該
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
に
対
し
て
損
害

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

八
八

お
り
、
使
用
者
の
直
接
損
害
に
対
す
る
被
用
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
は
別
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
後
述
４
）
。

３
当
該
黙
示
条
項
の
適
用
労
働
者
の
範
囲

Hosei University Repository



し
か
し
、
こ
の
多
数
意
見
に
は
、
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
反
対
意
見
で
あ
る
。
、
８
８
口
判
事
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
Ｒ
厨
§
事
件
判
決
が
適
用
に
な
る
場
合
は
以
下
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
被
用
者
が
特
別

の
技
術
的
職
務
を
遂
行
す
る
目
的
で
採
用
さ
れ
た
場
合
で
、
第
二
に
、
当
該
損
失
が
か
か
る
特
別
の
職
務
を
遂
行
中
に
怠
慢
（
国
旨
『
の
）

（
訂
）

か
ら
発
生
し
た
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
、
こ
の
見
解
は
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
』
え
よ
う
。
第
一
の
観
点
は
、
か
か

る
黙
示
条
項
の
存
否
を
職
務
内
容
・
目
的
か
ら
客
観
的
・
個
別
的
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
見
解
は
、
黙
示
条
項
の
存
す
る

場
合
を
よ
り
限
定
的
に
捉
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
契
約
条
項
の
客
観
的
把
握
を
通
じ
て
、
労
使
の
内
部
関
係
の
「
公
平
」
の

客
観
的
把
握
を
、
試
み
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
第
二
の
観
点
は
、
仮
に
黙
示
条
項
が
あ
る
と
し
て
も
、
か
か
る
条
項
を
根
拠

と
し
て
賀
任
を
追
求
で
き
る
の
は
、
「
怠
慢
」
を
原
因
と
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
責
任
追
求
可
能
性
に
つ
い
て
、
被

用
者
の
職
務
遂
行
中
の
具
体
的
行
為
を
含
ま
し
め
て
い
る
点
、
日
本
の
場
合
の
「
重
過
失
」
に
も
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
引
用
さ
れ
た
い
房
§
事
件
判
決
自
身
が
、
技
術
専
門
職
労
働
者
に
関
し
て
職
務
遂
行
中
に
生
じ
た
損
害
を
総
て
賠
償
す
る
と

（
躯
）

の
契
約
上
の
黙
示
条
項
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
先
例
の
ル
ー
ル
を
誤
っ
て
拡
大
解
釈
し
た
の
で
あ
る
、
と
の
批
判
や
、
同
先
例
を
旧
時
（
ｓ

（
即
）

事
件
判
決
が
ミ
ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
た
と
の
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
宛
】
Ｑ
の
・
具
は
、
ミ
ス
リ
ー
ド
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
問
題

（
側
）

は
、
被
用
者
が
黙
示
的
に
特
別
の
技
術
の
保
障
を
使
用
者
に
与
え
た
と
捉
一
元
べ
き
場
合
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。

（
似
）

他
に
裁
判
例
上
現
れ
た
職
務
と
し
て
は
、
初
期
の
□
・
○
・
州
裁
判
所
の
恩
菖
§
ご
員
畠
Ｑ
夛
偉
冨
忌
蔦
事
件
判
決
で
の
商
船
の
船

長
の
職
で
あ
る
。
判
決
は
、
船
長
が
尊
敬
さ
れ
る
べ
き
高
度
な
技
術
熟
練
職
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
と
し
た
。
ま
た
、
一
九
七
○
年
の
オ

（
佃
）

ン
タ
リ
オ
州
の
旧
冒
＆
庫
○
・
・
斧
〔
寳
箇
、
冒
爵
国
貝
の
』
魯
伸
の
§
己
息
Ｓ
・
事
件
判
決
で
は
、
株
式
仲
買
人
の
「
顧
客
マ
ン

（
２
⑪
８
日
の
肝
日
目
）
」
が
、
「
特
別
の
資
格
あ
る
い
は
熟
練
を
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
を
十
分
に
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
と
の

労
働
過
程
で
の
被
里
百
の
過
失
と
変
任
（
藤
本
）

八
九
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最
初
に
掲
げ
た
ト
宮
ｓ
事
件
判
決
が
、
現
在
ま
で
の
カ
ナ
ダ
の
被
用
者
に
対
す
る
使
用
者
か
ら
の
求
彼
権
あ
る
い
は
損
害
賠
償
権
行

使
の
法
理
を
形
成
し
た
。
し
か
し
、
当
該
法
理
が
、
広
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
と
、
①
余
り
に
も
被
用
者
に
過
酷
な
結
果
を
招
く
こ
と
、
そ

の
結
果
②
労
使
の
内
部
関
係
に
お
い
て
使
用
者
責
任
が
不
当
に
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
と
は
い
え
、
十
分
に
認
識
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
の
が
、
現
在
の
カ
ナ
ダ
の
法
状
況
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
適
切
妥
当
な
解
決
は
立
法
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
と
す
る
の
が
、
現

（
鰯
）

状
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
い
》
え
よ
う
か
。
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九
○

理
由
で
、
「
顧
客
マ
ン
」
は
、
使
用
者
に
対
し
て
責
任
が
な
い
と
、
判
示
さ
れ
た
。
最
後
に
、
Ｃ
◎
ミ
ヨ
冒
菖
（
漂
白
胃
Ｄ
Ｐ
艮
曾
の
討
昌
（
ピ
ョ
ー

（
網
）

“
§
＆
罫
冒
〔
ご
事
件
判
決
で
、
］
ロ
の
、
巨
己
判
事
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
専
門
的
な
技
術
と
は
、
す
な
わ
ち
、

合
理
的
な
人
間
が
確
信
し
て
不
熟
練
職
雇
用
の
場
合
と
は
違
う
と
い
う
、
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
か
る
技
術
を
有
す
る
者
に
、
責
任
を
限
定

前
記
３
で
紹
介
し
た
ｐ
円
。
ご
§
ご
国
ｇ
・
ａ
Ｂ
目
目
ト
ミ
罠
ミ
ミ
旨
８
日
音
易
奇
、
伊
員
事
件
は
、
ま
さ
に
、
被
用
者
に
よ
る
使

用
者
へ
の
直
接
侵
害
の
例
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
使
用
者
へ
の
直
接
侵
害
が
か
か
る
黙
示
条
項
の
内
容
の
観
点

か
ら
、
被
用
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
従
来
の
論
点
Ｔ
第
三
者
へ
の
被

用
者
の
加
害
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
使
用
者
貴
任
の
観
点
か
ら
使
用
者
が
賠
償
し
た
結
果
、
使
用
者
が
負
担
し
た
損
害
を
被
用
者
に
求
値

す
る
こ
と
の
是
非
）
と
は
異
な
る
論
点
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
い
を
そ
れ
程
意
識
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
正
確
に
は
不
明
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
あ
え
て
い
う
と
、
労
使
の
内
部
関
係
に
お
け
る
「
公
平
な
分
担
」
と
い
う
観

（
“
）
 

し
た
い
。
」
と
。４
使
用
者
へ
の
直
接
侵
害
の
損
害
賠
償
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以
上
の
よ
う
に
、
労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
、
労
使
は
、
ど
の
よ
う
に
内
部
的
に
分
担
す
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
カ
ナ
ダ
と
日
本
で
は
、
双
方
と
も
確
定
し
た
法
理
が
形
成
さ
れ
て
い
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
と
は

い
え
、
ど
う
内
部
的
に
分
担
す
る
の
が
妥
当
か
に
つ
い
て
、
様
々
な
見
解
が
あ
る
も
の
の
、
加
害
者
た
る
被
用
者
一
般
に
す
べ
て
を
負
担

さ
せ
る
の
は
公
平
で
な
い
と
い
う
点
で
は
、
両
国
と
も
そ
し
て
各
国
の
論
者
や
裁
判
例
の
見
解
も
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
第
三
者
に
与
え
た
損
害
を
使
用
者
が
賠
償
し
後
で
加
害
者
た
る
被
用
者
に
求
償
す
る
と
き
の
損
害
と
使
用
者
所
有
の
機
械
等
を

破
損
し
た
損
害
を
直
接
被
用
者
に
請
求
す
る
と
き
の
損
害
と
、
両
者
の
責
任
発
生
根
拠
に
は
違
い
が
あ
る
。
こ
の
点
、
カ
ナ
ダ
と
日
本
で

は
等
し
く
、
使
用
者
に
生
じ
た
損
害
を
労
使
の
内
部
関
係
で
ど
う
賀
任
分
担
す
る
の
が
妥
当
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
者
を
同
質
方
向
で

捉
え
、
「
公
平
な
分
担
」
と
い
う
点
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
「
公
平
な
分
担
」
の
意
味
内
容
あ
る
い
は
理
論
構
成
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
と
日
本
で
は
、
相
当
な
違
い
が
あ
る
。
第

一
に
、
日
本
で
は
、
被
用
者
総
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
は
、
労
働
関
係
の
内
部
問
題
が
、
①
他
の
諸
関
係
と
一
般
的
に
異
な
る

特
殊
性
を
持
つ
こ
と
を
説
明
し
て
、
②
被
用
者
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
責
任
が
、
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
重
過

失
の
場
合
に
、
信
義
則
を
根
拠
に
不
法
行
為
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
と
し
て
、
被
用
者
に
責
任
を
負
担
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
責
任
（
藤
本
）

九
一

点
か
ら
、
使
用
省
財
産
へ
の
直
接
侵
害
の
場
合
と
第
三
者
の
場
合
の
論
理
わ
く
組
は
基
本
的
に
は
異
な
ら
な
い
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
が
国
と
同
じ
で
あ
る
。

Ⅳ
ま
と
め
に
代
え
て
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法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

九
こ

れ
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
職
務
内
容
か
ら
み
て
、
被
用
者
に
責
任
を
負
担
さ
せ
る
の
が
妥
当
と
い
え
る
被
用
者
な
る
範
購
を
想
定

（
そ
れ
を
可
能
と
す
る
実
質
的
根
拠
を
「
ロ
ロ
ワ
冨
、
ご
島
。
『
」
に
置
く
）
し
て
い
く
。
労
働
関
係
の
内
部
問
題
一
般
の
問
題
と
は
捉
え
な

も
も
も
も
む
、
、

い
。
だ
か
ら
、
雇
用
契
約
上
の
理
論
で
あ
る
黙
示
条
項
を
根
拠
に
す
る
）
」
と
に
な
る
。
ま
た
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
、

よ
く
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
の
四
の
８
コ
判
事
の
、
労
働
者
の
「
怠
慢
」
を
責
任
追
求
の
』
根
拠
に
加
え
る
見
解
は
、
重
要
な
指

摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
｜
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
法
状
況
に
も
似
て
興
味
深
い
。
第
二
に
、
第
一
の
違
い
か
ら
、

被
用
者
責
任
の
制
限
が
、
日
本
で
は
過
失
の
程
度
と
負
担
割
合
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
被
用
者
の
職
務
内
容

如
何
、
換
言
す
る
と
、
熟
」
稗
技
術
労
働
者
か
単
な
る
不
熟
練
労
働
者
か
に
、
責
任
を
問
う
こ
と
の
当
否
の
判
断
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
の
の
９
．
口
判
事
の
指
摘
を
も
考
慮
す
る
と
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
資
任
追
求
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
、
二
重
の
絞
り
が
か
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
内
容
と
「
怠
慢
」
で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
と
日
本
の
法
状
況
は
異
な
る
も
の
の
、
ま
た
、
両
国
と
も
、
理
論
が
定
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
る
と
は
い
え
、

の
①
呉
目
判
事
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
は
「
第
一
一
一
者
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
た
と
え
過
誤
が
ほ
ん
の
わ
ず
か

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
か
か
る
損
害
を
負
担
す
る
義
務
が
加
害
者
本
‐
人
に
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
労
使
関
係

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
考
え
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ご
く
わ
ず
か
の
過
誤
に
よ
っ
て
被
用
者
が
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
そ
れ
は

勺
＄
も
勺
、
、
℃
ｂ
ｂ
勺
も
９
℃
い
も
マ
マ
も
も
勺
、
ｂ
、
ｎ
℃
９

使
用
者
が
甘
受
す
る
企
業
リ
ス
ク
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
絶
対
間
違
い
を
し
な
い
被
用
者
な
ん
て
い
な
い
し
、
そ
れ
を
知
ら
な
い

使
用
者
は
い
な
い
。
使
用
者
は
被
用
者
が
間
違
い
を
侵
す
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
使
用
者
が
保
跨
一
を
か
け
る
と
き
、
被
用
者
を
管
理
す

（
妬
）

る
と
き
、
経
費
を
見
積
も
る
と
き
、
使
用
者
は
労
働
者
の
過
誤
の
リ
ス
ク
を
考
慮
し
て
い
る
。
」
両
国
と
も
、
労
使
の
内
部
関
係
の
問
題

と
し
て
「
公
平
な
分
担
」
を
考
え
る
際
の
出
発
点
が
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

Hosei University Repository



伊■、Ｐ■、戸■、二■、

１７１６１５１４ 
－プ、￣～〆￣ｸﾞ

九
八
七
）
一
六
二
頁
。

（
６
）
自
動
車
損
害
賠
齢

（
７
）
同
法
七
六
条
表

（
８
）
前
掲
注
（
３
）

（
９
）
伊
蔵
文
夫
・
自
確

而
）
前
掲
注
（
３
）

（
ｕ
）
民
法
七
○
九
条
Ｎ

Ｅ
）
民
法
七
一
五
条
一

面
）
使
用
者
の
求
彼
』

（
１
）
保
有
者
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
保
有
者
と
は
、
自
動
車
の
所
有
者
そ
の
他
自
動
車
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
者
で
、
自
己
の
た
め
に

自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。
」

（
２
）
例
え
ば
、
日
本
ゴ
ル
フ
釣
具
事
件
璽
昆
高
裁
昭
三
六
・
四
・
一
○
、
判
例
時
報
二
六
一
一
一
号
二
二
頁
。

（
３
）
例
え
ば
、
加
藤
一
部
、
木
宮
高
彦
編
『
自
動
車
事
故
の
損
害
陪
値
と
保
険
』
（
有
斐
閣
一
九
九
一
）
。
鈴
木
潔
、
川
井
健
、
小
川
昭
二
郎
、
宮
原
守
男
編

『
注
解
交
通
損
害
賠
償
法
』
（
脅
林
轡
院
新
社
一
九
八
二
）
五
五
四
頁
。
奥
田
昌
道
他
編
著
『
不
法
行
為
の
重
要
問
題
』
（
有
斐
閣
一
九
七
五
）
一
○
九
頁
○

加
藤
一
郎
他
編
著
『
自
動
車
事
故
の
法
律
相
談
』
（
有
斐
閣
一
九
六
六
）
一
七
五
頁
他
。

（
４
）
自
動
車
損
害
賠
彼
保
障
法
一
六
条
。

（
５
）
前
掲
注
（
３
）
『
注
解
交
通
損
害
賠
彼
法
』
四
九
五
頁
。
尾
上
和
宜
・
自
陪
貿
の
被
害
者
請
求
権
「
新
交
通
事
故
判
例
百
選
」
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

ご
民
法
七
一
五
条
一
項
。

ご
使
用
者
の
求
彼
権
や
損
害
賠
償
鯛
求
櫓
の
制
限
に
つ
き
、
学
説
・
裁
判
例
を
詳
し
く
検
討
し
論
じ
て
い
る
最
近
の
文
献
と
し
て
、
宮
本
健
蔵
著
『
安
全
配

慰
義
務
と
契
約
遼
任
の
研
究
』
（
信
山
社
、
一
九
九
三
）
三
一
八
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
田
上
富
信
・
自
動
車
事
故
と
民
法
七
一
五
条
三
項
に
よ
る
求
償
梅

の
制
限
「
民
法
の
判
例
〈
第
三
版
と
一
八
八
頁
以
下
。

ご
自
動
車
損
害
賠
仙
保
障
法
一
六
条
○

前
場
注
（
３
）
加
藤
編
著
『
自
動
車
事
故
の
法
律
相
談
』
一
七
七
頁
。

茨
城
石
炭
商
事
事
件
最
一
小
判
昭
五
一
・
七
・
八
民
築
三
○
巻
七
号
六
八
九
頁
。
富
隆
運
送
事
件
名
古
屋
地
判
昭
五
九
・
二
・
二
四
判
時

一
八
号
一
九
五
頁
○
四
宮
運
輸
倉
庫
事
件
京
都
地
判
昭
三
八
・
一
一
・
一
一
一
○
下
級
民
集
一
四
巻
一
一
号
二
三
八
九
頁
・
大
隅
鍛
工
所
事
件
名
古

前
掲
注
（
３
）
『
注
解
交
通
損
害
賠
彼
法
』
二
六
九
頁
。

伊
蔵
文
夫
・
自
賠
度
保
険
と
任
意
保
険
と
の
関
係
「
損
害
賠
償
判
例
百
週
［
第
二
版
］
」

前
掲
注
（
３
）
『
注
解
交
通
損
害
賠
彼
法
』
七
四
六
頁
。

民
法
七
○
九
条
以
下
。

自
動
車
損
害
賠
償
保
陣
法
七
二
条
一
項
。

同
法
一
六
条
の
二
・

同
法
七
六
条
一
項
。

労
働
過
程
で
の
被
用
者
の
過
失
と
責
任
（
藤
本
）

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
六
）
一
○
八
頁
。

九
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グ■、〆へ－、 ￣、￣、￣、戸、二へ’へ

３６３５３４←３３３２３１３０２９２８ 
－〆－㎡～'【･～グ～グ、￣～ジ～グ～ず

－コ

（
”
）
『
ロ
日
⑩
、
１
⑪
廷
の
。
○
Ｒ
〕
廟
円
⑪
琶
向
目
的
盲
ロ
ロ
・
口
ロ
ロ
ミ
・
厚
⑯
ロ
弁
○
．
一
厨
『
。
。
回
ご
弓
伊
○
田
二
局
ｚ
弓
伊
揚
言
『
ｚ
Ｏ
レ
ヱ
シ
ロ
レ
趣
旨
ロ
ロ
・
底
◎
貝

○
四
回
画
。
凹
伊
戸
口
・
〕
や
。
ご
ロ
四
斤
⑫
Ｃ
函
・

（
蛆
）
［
】
中
田
］
』
。
○
・
訊
切
（
函
・
伊
・
）

（
閉
）
垣
ロ
ゴ
君
田
、
鴬
〔
ご
司
局
『
旨
い
（
】
忠
』
）
・
辰
』
ロ
・
詞
・
程
・

（
釦
）
の
５
国
曰
。
冨
図
・
四
囲
厨
．

￣、〆■、〆へ

頁翌塑翌
◎ 

（
鋼
）
前
掲
注
（
Ⅳ
）
名
古
屋
地
判
昭
六
一
一
一
・
七
・
二
七
判
時
一
二
五
○
号
八
頁
。
中
島
正
雄
・
義
務
癬
怠
と
損
害
賠
償
「
労
働
判
例
百
選
［
第
六
版
］
」

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
五
）
四
二
頁
。

（
型
）
前
注
判
時
一
二
五
○
号
一
四
頁
。

（
皿
）
同
二
三
九
二
－
九
三
頁
。

法
学
志
林
第
九
十
四
巻
第
一
号

九
四

屋
地
判
昭
六
二
・
七
・
二
七
判
時
一
二
五
○
号
八
頁
。

（
岨
）
前
注
最
一
小
判
民
築
三
○
巻
七
号
六
八
九
頁
。

（
巴
同
最
一
小
判
六
九
○
頁
。

（
四
田
上
富
信
・
民
法
七
一
五
条
三
項
に
も
と
づ
く
求
償
権
の
制
限
「
民
事
判
例
百
選
Ⅱ
［
第
四
版
］
」
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
九
九
六
）
’
七
六
頁
。

（
皿
）
前
掲
注
（
Ⅳ
）
昭
三
八
・
一
一
・
三
○
下
級
民
第
一
四
巻
一
一
号
二
一
一
一
八
九
頁
。

■
す
】
。
。

⑩口□『⑪ロ。【の⑧ｇ←『③．
（
ｇ
『
、
）
・
の
、
□
・
炉
・
幻
。
（
四
ｓ

⑩
戸
已
目
目
。
｛
の
国
》
ｇ
←
『
ｍ
・
勺
・
印
・
鈩
葛
島
・
風
昌
ｏ
毎
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